
(別 添 )

第 42回 理学療法 士・ 作業療法 士・言語聴覚士

養 成施設 教員等講 習 会実施要綱

1.目 的

理学療 法 士・ 作業療 法士・ 言語聴 覚士養成施設 の教員 (実習施設 にお

け る指導者 を含 む。 以 下 「養成施 設 の教員等 」 とい う。 )の養成確保 を

図 るた め、現在 養成施 設 の教員 等 と して勤務 してい る者 及び今後養成施

設 の教員 等 とな る こ とを希望す る者 に対 し、 よ り高度 な知識及 び技能 を

修 得 させ 、併せ て、 リハ ビ リテー シ ョン医療 の普及及 び 向上 に資す るこ

とを 目的 とす る。

2.講 習会 の実施

講習会 は厚 生 労働省 と (公財 )医 療研修推進財 団 との共催 で (公 社 )日

本 リハ ビ リテー シ ョン医学会 、 (公社 )日 本理学療 法士協会 、 (一 社 )

日本作業療 法 士協会 、 (一 社 )日 本 言語聴覚 士協会 、 (一 社 )全国 リハ

ビ リテー シ ョン学校 協会 の協力 を得 て開催す る。

3。 開催 地 (会 場 )及 び 開催期 間

講習会 の開催 地 は東京及び大阪 と し、開催期 間・会場 は次 の とお りと

す る。

(講 習 日は 日曜 日、祝 日を除 く、月曜 日か ら土曜 日に開催す る )

(1)東京 地 区

開催 期 間  自 平成 28年 1月 12日 (火 )

至 平成 28年 2月 5日 (金 )

会   場   以 下の 3会場 (講習 日に よ り異 なる )

。公 益 社 団 法 人 日本 理 学 療 法 士 協 会

田町 会 議 室

(東 京 都 港 区芝 浦 3-5-39田 町 イ ー ス

トウ ィ ン グ ビル 6階 )

・ 専 門学校社 会 医学技術 学院

(東京都 小金井 市 中町 2-22-32)
。日本 リハ ビ リテ ー シ ョン 専 門 学 校

(東 京 都 豊 島 区 高 田 3-6-18)



(2)大 阪地区

開催期間  自 平成 27年 11月 9日 (月 )

至 平成 27年 12月 4日 (金 )

会  場  関西福祉科学大学

(大 阪府柏原市旭 ヶ丘 3-11-1)

4.受講対象者

次のいずれにも該当する者 とす る。

(1)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許 を有す る者

(2)免許取得後、原則 として教員は 5年以上、臨床指導者は 3年 以上

(言語聴覚士は 5年以上)の 実務経験を有する者

(3)本講習会終了後において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

養成施設の教員等に従事す る者及び将来従事 しようとす る者

5.受講定員

東京地区  理学療法±   30名
作業療法±   30名
言語聴覚±   10名

大阪地区  理学療法±   30名
作業療法±   30名
言語聴覚±   10名

6 受講 申込

申込みを行 う施設は、申込期限までに必要書類 を用意の上、下記 UR
Lよ りお申込み下さい。

http://www.pmet.or.jp/の 「講習会情報」メニュー より

必要書類 :施設長の推薦書 (任意様式)・ ・・ 1部
・      受講者履歴書 (写真不要) ・・ 。1部

問合せ先 :(公財)医 療研修推進財団 PT・ OT o ST事 務局

〒1050001東京都港区虎 ノ門 1-22-14ミ ツヤ虎 ノ門

ビル 4階  TEL 03(3501)6592

申 込 期 限 :平 成 27年 7月 31日 (金 )



(留 意事 項 )

・ 過 去 に本講習会 を受講 した職員 がいない施設 にあつては、 申込み に際

しそ の 旨を付 記す る こ と。

・一つ施設が、 同地 区かつ 同職種 の講習会 に 2名 以上 申 し込 む場合 は、

優 先順位 を付 記す る こ と。

・ 受講決 定後 の取消 し等 は原則認 めない ので、勤務割等 につ き十分調整

の上 申 し込む こ と。 (2名 以上の 申込 み を行 う施設 は、特 に留意す る

こ と)

・ や む を得ず取 り消す場合 は、施設長 の理 由書 を添 えて書類 送付先 に 申

し出 るこ と。

・ 国立ハ ンセ ン病療養 所 に所属す る職員 に あつては厚 生労働 省 医政局 医

療経 営支援課 を経 由 して厚生労働省 医政 局 医事課 あて 申 し込む もの と

す る。

7.受 講者 の決 定

厚 生労働省及 び (公財 )医 療研修推進財 団 が (公社 )日 本 リハ ビ リテー

シ ョン医学会 、 (公 社 )日 本理学療 法 士協会 、 (一 社 )日 本 作業療法 士

協 会及 び (一 社 )日 本言語聴 覚士協会 の協力 を得 て選考 し、厚 生労働省

及 び (公 財 )医 療研修推進財 団が決 定す る。

8.講 習会修 了の認 定

厚 生 労働省 は 、 (公財 )医 療研修推進財 団 と連名 で講習会修 了者 に対 し

て修 了証 書 を交付す る。

9。 講習科 目

別 表 の とお りとす る。 ただ し、科 目名 及 び時間数 について は若干変 更

す るこ とが ある。

10。 経 費

(1)講 習会 開催 に要す る費用 は開催者 側 の負 担 とす る。

(2)受 講 のた めに要す る費用 (教材 費 の一部 (50,000円 )、 宿泊費、食

費 、交通費 等 )は 受講者 の負担 とす る。

11.そ の他

(1)原 則 として講習 の欠席 は認 め られ ない ので、留意す るこ と。

(2)宿 泊 につ い ては、各 自で手配す る こ と。



(別 表 )

理学療 法士・ 作業療 法士・ 言語聴 覚 士養 成施設教員等講 習会講習科 目

講 習 科 目 時 間 数

教 育 原 理

教 育 方 法 論

教 育 方 法 論 Ⅱ

教 育 方 法 実 習

教育方法実習セミナー

教  育  心  理

教 育 評 価

PTOTST専 門教育水準

管  理

研 究 法

指  導

行  動

倫  理

統 計 学

者  論

科  学

リハヒ
゛
リテーションチーム(※ )

医 療 論

特  別  講  義

社会福祉論、医療制度福祉論、

衛生学 他

公 衆

△
ロ 計

(PT・ OToST男 1)

・6

21
12
6

6

12

21
3

9

12
6

6

3

(含 セ ミナー )

(含 セ ミナー )

132

。東京地区講習会・大阪地区講習会 ともに原則同 じ時間数である。

。(*)の 科 目には急性期、回復期、慢性期 リハの内容 も含む。


